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　　　　　　目　　次

告　示

　○字の区域及び名称の変更の届出  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　○大規模小売店舗の新設に関する届出　　　　　　　　　 

　○高知県収入証紙売りさばき人の指定

　○高知県収入証紙売りさばき所の所在地

　　の変更の承認

公　告

　○特定非営利活動法人の設立認証の申請

　○土地改良区の役員の就退任（２件）

　○土地改良区の定款変更の認可

高知県選挙管理委員会告示

　◎告示（公職選挙法の規定による個人演説会等を開催で

　　きる施設）の一部改正

監査公表

　○高知県職員措置請求についての監査の執行結果

　○監査の結果に関する報告に基づく措置結果

高知県人事委員会公告

　○高知県警察官Ａ男性及び高知県警察官Ａ女性採用試験

　　の実施

高知県告示第304号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定によ

り、高知市長から次のとおり字の区域及び名称の変更について届

出があった。

　なお、この字の区域及び名称の変更は、平成19年５月１日から

その効力を生ずるものとする。

　　平成19年４月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　橋本　大二郎

　字の区域及び名称の変更

　備考　１　この表に表示されている区域に隣接介在する道路及

　　　　　び水路である市有地の全部を含むものとする。

　　　　２　上記地番は、平成18年６月14日現在の登記簿によ

　　　　　る。

高知県告示第305号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項

の規定により次のとおり告示する。

　なお、法第８条第２項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、４に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から４月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

    平成19年４月17日

          　　　　　　　　　　　高知県知事　橋本　大二郎

１　届出の概要

  (１)　届出者の名称

　　　株式会社マルナカ

　　　代表取締役　中山　芳彦
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（市町村振興

　課）

（経営支援課）

（会計企画課）

（　　〃　　）

（男女共同参

　画・ＮＰＯ課）

〈４・５掲示〉

（農業基盤課）

（　　〃　　）

〈３・26掲示〉

　

  (２)  届出者の住所

　　　香川県高松市円座町1001番地

  (３)　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　マルナカ　四万十店

　　　四万十市具同211ほか

　(４)　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所

      株式会社マルナカ

　　　香川県高松市円座町1001番地

　(５)　大規模小売店舗の新設をする日

　　　平成19年11月28日

　(６)　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　13,000平方メートル

　(７)　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　ア　駐車場の収容台数

　　　　1,064台

　　イ　駐輪場の収容台数

　　　　426台

　　ウ　荷さばき施設の面積

　　　　405.9平方メートル

　　エ　廃棄物等の保管施設の容量

　　　　264.8立方メートル

　(８)　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

　　　閉店時刻

　　　　開店時刻　午前９時

　　　　閉店時刻　午前零時

　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　午前８時40分から午前零時20分まで

　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数

　　　　８箇所

　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間

　　　帯

　　　　午前６時から午後９時まで

２　届出年月日

  　平成19年３月27日

３　届出書及び添付書類の縦覧場所

  　高知県商工労働部経営支援課

　　四万十市商工観光課

４　意見書に記載すべき事項

  (１)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

　　名

　(２)　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

  (３)　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

  (４)　意見の内容

高知県告示第306号

告　　　　     示

大津 石貝

間谷

大津 大笠甲12の６の一部、甲13の

５の一部、甲14の４の

一部、甲15の４、甲16の

４、甲16の５の一部、甲

17の４

甲18の１、甲19、甲22の

１、甲27、甲40の１

和田 甲52の１、甲52の３、甲

53の１の一部、甲53の３、

甲53の５の一部、甲54の

１の一部、甲54の４

甲1347の２、甲1348の１、

甲1348の２、甲1349の１

の一部、甲1350の１の

一部

篩ケ森 甲1275

法隋

笠松

甲1333の１、甲1338の１

向平 甲1305の２

丹後 甲1323の１、甲1329の１

鳴ケ撓 甲1356の１、甲1357

大岩下 甲1310の３の一部、甲

1311の１の一部

　町 　字 　町 　字　　　地番区域

変　　　　更　　　　前 変　更　後
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  〃　　　河野　守家　〃　　〃　　  〃　       381

  〃　　　岩﨑　正博　〃    〃　　  志和峰　 　180

  〃　　　武市　裕英　〃    〃　　  弘見　　　 386

  〃　　　横田憲次郎　〃　　〃　　  見付　　　 165－１

  〃　　　武吉　利秋　〃    〃　　  大向　　 　124－２

  〃　　　野坂　光洋　〃    〃　　  大井野　　 381

  〃　　　河野　智紀　〃    〃　　  仕出原　　  97－１

  監事    立花　幸勝  〃    〃　　  西川角　　 338

  〃　　　上澤　哲猪　〃　　〃　　  弘見       507－３

  〃　    三宮　郁男  〃　　〃　　  影野  　　 478

（就任）

  理事　　氏原　　郭　高岡郡四万十町親ヶ内　　 253

  〃　　　鬼頭　昭憲　〃    〃　　  黒石  　　 525

  〃　　　宮地　章一　〃    〃　　  七里　　 乙354－２

  〃　　　恒石　　平  〃　　〃　　  〃　　　 乙335

  〃　　　國元　清隆　〃　　〃　　  土居　　   378

  〃　　　藤原　光明　〃    〃　　  奈路　　   604

  〃　　　玉川　泰幸　〃    〃　　　中神ノ川    35

  〃　　　中城　内次　〃　　〃　　　高野　　　 471

  〃　　　小野　重明　〃    〃　　  南川口　　  90

  〃　　　山田　隆三　〃    〃　　　野地　　　1022

  〃　　　北村　公正　〃    〃　　　興津  　　1290－２

  〃　　　鎭田　高男　〃　　〃　　　〃　　　　1296

  〃　　　濵田　俊介　〃    〃　　　影野　　    93

  〃　　　武政　盛博  〃　　〃　　　〃　　     652

  〃　　　芝野　孝夫　〃    〃　　　平串 　     28－１

  〃　　　中平　佳男　〃　　〃　　　仁井田    1310－１

  〃　　　宮本　勇右　〃    〃　　　勝賀野　　  62

  〃　　　河野　守家　〃　　〃　　　〃　       381

  〃　　　上澤　　正　〃    〃　　　弘見　　 　636－２

  〃　　　沖野　　博　〃    〃　　　志和峰　　　１

  〃　　　横田憲次郎　〃　　〃　　　見付　　　 165－１

  〃　　　武吉　利秋　〃    〃　　　大向　　 　124－２

  〃　　　野坂　光洋　〃    〃　　　大井野　　 381

  〃　　　河野　智紀　〃    〃　　　仕出原　　  97－１

  監事    立花　幸勝  〃    〃　　　西川角　　 338

  〃　　　熊谷　安郎　〃　　〃　　　仁井田    1165

  〃　    山本　岩男  〃　　〃　　　土居  　　 370－２

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、須崎市浜田土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員

の届出があった。

  　平成19年４月17日

  　　               　   　　　高知県知事  橋本  大二郎 

　高知県収入証紙条例（昭和39年高知県条例第１号）第５条第１

項の規定により、次のとおり売りさばき人を指定した。

　　平成19年４月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　橋本　大二郎

１　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

　の職名及び氏名

　　高知市本町４－１－24

　　高知県信用農業協同組合連合会

　　代表理事理事長　浜田　幸雄

２　売りさばき所の所在地及び名称

　　南国市大埇甲2301

　　南国市役所出張所

３　指定年月日

　　平成19年４月４日

高知県告示第307号

　高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）第

４条第４項の規定により売りさばき所の所在地の変更について承

認したので、次のとおり告示する。

　　平成19年４月17日

　　　　　　　　　　　　　　    高知県知事　橋本　大二郎

１　売りさばき人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者

　の職名及び氏名

　　高知市丸ノ内１－２－20

　　高知県危険物安全協会

　　会長　仮谷　征二郎

２　売りさばき所の所在地及び名称

　　（変更前）　高知市丸ノ内１－２－20　消防防災課内

　　　　　　　　高知県危険物安全協会

　　（変更後）　高知市丸ノ内１－２－20　消防政策課内

　　　　　　　　高知県危険物安全協会

３　変更承認年月日

　　平成19年４月４日

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の

規定により、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったの

で、同条第２項の規定により次のとおり公告する。

  なお、関係書類は、平成19年４月５日から２月間高知県文化環

境部男女共同参画・ＮＰＯ課において縦覧に供する。

    平成19年４月５日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　橋本　大二郎

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、窪川土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員の届出

があった。

  　平成19年４月17日

  　　               　   　　　高知県知事  橋本  大二郎

  役名      氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

  理事　　氏原　　郭　高岡郡窪川町　親ヶ内　　 253

  〃　　　鬼頭　昭憲　〃    〃　　　黒石  　　 525

  〃　　　宮地　章一　〃    〃　　  七里　　 乙354－２

  〃　　　恒石　　平  〃　　〃　　  〃　　　 乙335

  〃　　　國元　清隆　〃　　〃　　  土居　　   378

  〃　　　藤原　光明　〃    〃　　  奈路　　   604

  〃　　　鍋島　幸雄　〃    〃　　  峰ノ上　    17

  〃　　　麻野　拓男　〃　　〃　　  窪川　　　1164

  〃　　　小野　重明　〃    〃　　  川口　　　  90

  〃　　　山田　隆三　〃    〃　　  野地　　　1022

  〃　　　北村　公正　〃    〃　　  興津  　　1290－２

  〃　　　鎭田　高男　〃　　〃　　  〃　　　　1296

  〃　　　濵田　俊介　〃    〃　　  影野　　    93

  〃　　　武政　盛博  〃　　〃　　  〃　　     652

  〃　　　芝野　孝夫　〃    〃　　  平串 　     28－１

  〃　　　中平　佳男　〃　　〃　　  仁井田    1310－１

  〃　　　宮本　勇右　〃    〃　　  勝賀野　　  62

公　　　　     告

あった

年月日

平成19

年４月

５日

特定非

営利活

動法人

高知県

環境自

律フォ

ーラム

この法人は、大都市住

民にこびることなく自

立した高知を創りあげ

ようとする志を持つ人

々が集い、ビジネスの

原点であるトゥーペイ

の視点で高知の優れた

自然環境と共生するニ

ュービジネスを考え、

自由闊達な議論ができ

る場を提供することに

より、地域経済への活

性化に寄与することを

目的とする。

高知市

神　田

1676番

地

小川　雅

弘

名称 定款に記載された目的主たる

事務所

の所在

地

代表者の

氏名

申請の 申請に係る特定非営利活動法人
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  役名      氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

  理事　　高橋憲一郎　須崎市多ノ郷甲3337

  〃　　　能見　喜登　〃　　〃  　甲1333－２

  〃　　　梅原　　昇　〃　　〃　  甲1513

  〃      高橋　鶴喜  〃    〃    甲2803

  〃　　　高橋　春樹  〃    〃　　甲2280

  〃      嶋﨑　博敬  〃    桑田山乙1462

  〃　　　市川　　靖  〃　　多ノ郷甲 785

  〃　　　梅原　一悦  〃    〃  　甲 847

  監事　　川上　悦弘　〃　　〃　　甲2826

  〃　　　鳴岡　久芳  〃    〃　　甲3213－１

（就任）

  理事    市川　　靖　須崎市多ノ郷甲 785

  〃　    市川　良樹　〃　　〃  　甲 776

  〃　    梅原　一悦  〃    〃  　甲 847

  〃      高橋　春樹  〃    〃　　甲2280

  〃      岡﨑　信孝  〃    池ノ内　 316

  〃      嶋﨑　博敬  〃    桑田山乙1462

  監事    川上　悦弘　〃　　多ノ郷甲2826

  〃　    鳴岡　久芳  〃    〃　　甲3213－１

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定によ

り、久礼田土地改良区の定款の変更を平成19年４月５日に認可し

た。

  　平成19年４月17日

  　　               　   　　　高知県知事  橋本  大二郎

〃 〃黒潮町保健福祉センタ

ー

幡多郡黒潮町入野2017番地

１

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第20号

　平成18年９月高知県選挙管理委員会告示第70号（公職選挙法の規定による個人演説会等を開催で

きる施設）の一部を次のように改正する。

　　平成19年３月26日（掲示済）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県選挙管理委員会委員長　中越　豊喜

　表中

を削る。
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監査公表第10号

　　平成19年４月17日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県監査委員　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定によ

り、高知県知事等あて報告を行ったところ、高知県知事等から措

置結果について通知があったので、同条第12項の規定により、次

のとおり公表する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18高行管第373号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年３月28日

　高知県監査委員　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　高知県知事

　　　定期監査の結果に対する措置結果について（通知）

　平成19年２月15日付け18高監報第16号で報告のありましたうえ

のことについて、特別指摘及び厳重注意とされた機関からの措置

状況の報告をもとに、地方自治法第199条第12項の規定により下

記のとおり通知します。

　　　　　　　　　　　　　　記

１　特別指摘及び厳重注意とされた機関

　　幡多土木事務所

 （１） 特別指摘とされた事項

　　ア　事実認定

　　　　旧土佐清水土木事務所の管内における道路法（昭和27年

　　　法律第180号）第39条の規定に基づく平成17年度道路占用

　　　許可に伴う占用料16,909,800円を平成18年10月に収入調定

　　　していた。

　　　　また、同土木事務所管内の河川について、河川法（昭和

　　　39年法律第167号）第32条第１項の規定に基づき徴収する

　　　ことができる土地占用料について平成17年度250,090円

　　　（９件）、平成18年度183,830円（７件）、計433,920円

　　　（16件）の収入調定を怠っていた。

　　イ　特別指摘事項

　　　　上記は、高知県道路占用料徴収条例（昭和44年高知県条

　　　例第３号）第３条及び高知県河川流水占用料等徴収条例

　　　（平成11年高知県条例第51号）第２条の規定により納付さ

　　　れるべき占用料の徴収を怠る極めて不適正な事務処理であ

　　　る。

　　　　今後は、占用台帳の整備の充実とチェック体制を強化す

　　　るとともに、二度とこのようなことがないよう厳正な取扱

　　　いを強く求める。

　　ウ　措置状況

　　　　指摘を受けたものはすべて調定を行いました。

　　　　今後は、各法、条例に対応する占用台帳をもとに占用許

　　　可者の一覧を班長段階でも作成し、許可の更新、調定の有

　　　無の確認に使用して、更新漏れ、調定漏れが発生しないよ

　　　う、チェックの強化に努めます。
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　　したうえで、契約内容を決定することとします。

　　安芸福祉保健所

　(１)　事実認定

　　　平成18年度安芸総合庁舎の冷暖房用白灯油の購入で、年間

　　見込額が160万円を超えるにもかかわらず、地方自治法施行

　　令第167条の２第１項第１号の規定による随意契約としてい

　　た。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記は、年間購入見込額が160万円を超えることから競争

　　入札により契約すべきものであり、地方自治法施行令第167

　　条の２第１項第１号及び高知県契約規則第31条の規定に抵触

　　しており、適正を欠く事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　施行伺時、昨年度実績（2,047,500円）が160万円を超して

　　いることを見過ごし、競争入札にすべきところを、安芸市内

　　の４社の競争見積としてしまったものです。

　　　今後は、こうしたことがないよう、高知県契約規則等につ

　　いて総務課をはじめとする関係職員で再度研修し、遵守に努

　　めるとともに、契約事務参考資料の表を関係職員に配布し、

　　常時目につく机の上に貼り付けるなどして契約方法等の認識

　　を日ごろから育成します。

　　　また、「高知県会計規則の執行について」、「高知県会計

　　事務処理要領」、「高知県契約規則の施行について」、その

　　他の参考資料を１冊のファイルにまとめ、関係職員が適切な

　　事務処理を行えるよう配布し、職場内研修や自学自習に努め

　　ます。

　　　起案の際には、根拠規定等を記載する等により、関係職員

　　の理解を深め、ミスの防止に努めるとともに、複数の会計職

　　員でチェックするなど、組織のチェック体制の徹底を図り、

　　適正な会計事務の執行に努めます。

　　農業大学校

　(１)　事実認定

　　　契約金額が5,681,496円の平成18年度給食及び宿泊環境整

　　備業務委託で、予定価格調書を作成していなかった。

　(２)　厳重注意事項

　　　高知県契約規則第31条の３及び高知県契約規則の施行につ

　　いて（昭和55年２月19日付け54管第111号副知事通知）第４

　　の１の３で予定価格調書の作成を省略できる範囲は100万円

　　を超えない金額と定められており、この規定に反する不適切

　　な事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適切な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

 （２)　厳重注意とされた事項

　　ア　事実認定

　　　　平成18年度の土佐清水市との水門等管理委託協定書（河

　　　川）において、陸閘の目安となる委託料は25,200円である

　　　のに、樋門の金額（68,250円）で契約していた。この陸閘

　　　は、平成３年に設置されており、少なくとも平成13年度以

　　　降、樋門の金額で委託契約を継続している。

　　　　目安となる委託料では契約が困難な場合は、それを上回

　　　る委託料での契約も可能とされているが、この金額を適用

　　　してきた特別な理由を土木事務所では説明できない。

　　イ　厳重注意事項

　　　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第14項「地方

　　　公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉

　　　の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げ

　　　るようにしなければならない。」及び地方財政法（昭和23

　　　年法律第109号）第４条第１項「地方公共団体の経費は、

　　　その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、

　　　これを支出してはならない。」の規定に抵触しており、適

　　　正を欠く事務処理である。

　　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強

　　　く求める。

　　ウ　措置状況

　　　　河川管理を所管する本課から水門等管理委託契約金額に

　　　ついて、公文書での委託金額を提示されたものはなく、ま

　　　た、契約更新のための予算要望でも水門・陸閘での区分は

　　　せず要求し、所管課からも毎年更新する金額の令達があり

　　　ました。これらのことから、資料で提示されている陸閘の

　　　金額もあくまでも一つの目安のものと認識していました。

　　　　しかし、幡多土木事務所として統合になり、各土木の契

　　　約状況を統一することが望ましいため、本年度当初地元に

　　　協議し、平成19年度からは目安として提示されている額で

　　　同意を得ています。

２　厳重注意とされた機関

　　高知女子大学

　(１)　事実認定

　　ア　永国寺校舎において、退職職員に対する履歴証明等の証

　　　明手数料を徴収していた。

　　イ　永国寺校舎において、支出予定額が180万円の大学所有

　　　の複写機の保守及び消耗品（コピー用紙は除く。）等の供

　　　給に関する契約で、施行伺を行わず、予定価格調書も作成

　　　しないまま、保守は販売会社が行うのが通常という理由で

　　　随意契約としていた。

　　ウ　池校舎において、支出予定額が180万円の大学所有の複

　　　写機の保守サービス契約で、施行伺を行わず、予定価格調

　　　書も作成しないまま、保守は購入先と契約することでメン

　　　テナンス等で利便性があるという理由で随意契約としてい

　　　た。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記アは、職員に対する給与等の証明は、手数料を徴収す

　　ることはできないものであり、退職職員に係る証明も地方公

　　共団体と住民という関係におけるものではなく、旧使用者－

　　旧被使用者という関係において行うものであり、この場合の

　　手数料も徴収できないものである。このことは、行政実例

　　（昭和37年10月３日付け）及び総務部の取扱いにおいても明

　　らかである。

　　　上記イ及びウは、地方自治法施行令（昭和22年政令第16

　　号）第167条の２第１項第２号の規定による随意契約として

　　いるが、単に販売会社であることをもって随意契約とするこ

　　とは適切ではない。高知県契約規則（昭和39年高知県規則第

　　12号）第31条の規定により、100万円を超える保守契約は、

　　施行伺及び予定価格調書を作成し、競争入札を実施するべき

　　ものである。

　　　更に、契約に当たっては、契約内容及び額について十分な

　　調査を行うとともに、機器をリースした場合との比較検討を

　　行うことも必要である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　上記アについては、徴収した手数料を返還するための手続

　　を行っています。

　　　地方自治法施行令第165条の８の規定により、過年度の過

　　誤納還付金は現年度の歳出として(23)節の償還金利子及び割

　　引料から支出しなければならないため、予算流用手続完了後

　　３月末までに還付することとしています。

　　　今後は、退職職員に対する履歴証明等については、証明事

　　務手数料を徴収しないよう事務局全員に周知するとともに、

　　担当者の証明事務手数料の引継事項にそのことを明記してお

　　くこととしました。

　　　上記イ及びウについては、複写機の販売会社が保守を行う

　　のが通常であり利便性が高いという認識を改め、100万円を

　　超える保守契約は施行伺及び予定価格調書を作成し、競争入

　　札を実施します。

　　　また、この契約に限らず支出予定額が100万円を超えるこ

　　とが予測される場合には、必ず施行伺及び予定価格調書を作

　　成すべきことを事務局全員に周知徹底し、「高知県会計事務

　　の手引き」にある「契約事務参考資料」の一覧表と常に照ら

　　し合わせて適正な事務処理に努めるようにしました。

　　　来年度、複写機をリースする場合は、現在のように保守契

　　約を締結した場合と、保守契約を締結せず故障時に修理対応

　　する場合との金額や契約内容の比較を行い、利便性等を考慮
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　　ても、入札時の作業の中で、予定価格調書の決裁印や記載内

　　容の点検を徹底し、このようなことのないよう適切な事務執

　　行に努めます。

　　中央東土木事務所

　(１)　事実認定

　　　河川法第32条第４項の規定に基づく土地の占用許可期間が

　　平成17年10月１日から平成18年９月30日までの２箇年度にま

　　たがっており、平成17年度に半額の6,750円の収入調定を行

　　うべきところ、翌年度の平成18年５月17日に全額の13,500円

　　を一括収入調定していた。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記は、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第18条の流

　　水占用料等の徴収に関する規定に抵触しており、適正を欠く

　　事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　今後は、年度区分に十分注意して調定を行い、適正な事務

　　処理に努めます。

　　中央西土木事務所

　(１)　事実認定

　　　伊野合同庁舎空調設備保守点検業務委託（契約金額

　　598,500円）及び空調設備自動制御機器の保守点検委託

　　（契約金額609,000円）で、本来これらは一連の業務であ

　　るが、平成17年度及び平成18年度ともに入札を行わず、それ

　　ぞれの機器・設備の設置場所が異なっていることを理由に随

　　意契約で処理をしていた。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記を一連の業務として委託するには、100万円を超える

　　ことから競争入札により契約すべきものであり、高知県契約

　　規則第31条及び高知県契約規則の施行について（昭和55年２

　　月19日付け54管第111号副知事通知）第４の規定に反する不

　　適切な事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適切な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　空調設備保守点検業務委託及び空調設備自動制御機器保守

　　点検業務委託は、平成17年４月に庁舎管理業務を中央西福祉

　　事務所から移管される以前から、それぞれを随意契約として

　　きており、移管後もそのまま踏襲していたものです。

　　　今後は、高知県契約規則等に基づき適切な事務処理に努め

　　ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18高教政第632号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年３月20日

　高知県監査委員　様

　　　当該委託業務については、契約内容を判断して、高知県契

　　約規則第31条の３のただし書により予定価格調書を省略して

　　いましたが、省略する理由を記載していなかったため予定価

　　格調書が作成されていないとして厳重注意を受けたもので

　　す。

　　　今回の監査結果を受け、契約事務、会計事務の執行につい

　　て、基本的な事務処理手続の重要性を再認識しましたので、

　　今後の事務処理の執行に当たっては、高知県契約規則等関係

　　法令に基づき、適正な事務処理の確保に努めます。

　　安芸林業事務所

　(１)　事実認定

　　　森林基幹道開設事業西谷朝日出線２工区工事（基幹第22

　　号）の変更設計に当たり、変更理由を「請負金額の増額に伴

　　い施行延長が11メートルの増となる。」として変更契約をし

　　ていた。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記は、工事の施工現場において予期し得ない状態等が生

　　じ、真にやむを得ない必要性により変更設計したものではな

　　く、単に入札残金の全額を充当したものと見なさざるを得

　　ず、地方自治法第２条第14項「地方公共団体は、その事務を

　　処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、

　　最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな

　　い。」及び地方財政法第４条第１項「地方公共団体の経費

　　は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえ

　　て、これを支出してはならない。」の規定に抵触しており、

　　適正を欠く事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　今後は、工事の設計変更に当たっては、「設計変更に関す

　　る事務取扱要領」の主旨を徹底し、変更理由を明確にして、

　　安易な変更処理を行うことのないよう、適切な事務の執行に

　　努めます。

　　幡多林業事務所

　(１)　事実認定

　　ア　緊急間伐総合支援事業等補助金において、過去数年間に

　　　わたり実績報告が正しくなされなかったために、補助金が

　　　総額で1,220千円余り過大に支出されていたことが、今年

　　　度の県の常例検査で判明した。このことは、補助金の支出

　　　は本課で行っているとは言え、検査は当事務所で行ってい

　　　ることから、その責任の一端は、当事務所にもあると認め

　　　られる。

　　イ　平成17年度玉柄復旧治山工事（離島（復旧）第651号）

　　　の工事費積算に当たり、法枠工の市場単価への施工規模に

　　　よる加算率を誤ったため、工事費が342,300円割高となっ

　　　ていた。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記アは、高知県補助金交付規則（昭和43年高知県規則第

　　７号）第12条の規定に抵触しており、適正を欠く事務処理で

　　ある。

　　　今年度から、支払業務も含め、各林業事務所の業務と

　　なったことからも、今後は、資金の流れについても口座の確

　　認等、細心の注意を図り、このようなことが発生しないよう

　　に適正な事務処理を強く求める。

　　　上記イの工事費の積算は、森林整備保全事業設計積算要領

　　（平成12年３月31日付け12林野計第138号）に基づき行われ

　　ていたが、市場単価への加算率の適用基準に示されている加

　　算率の適用の範囲についての理解及び積算内容に対する審査

　　が十分でなかった不適切な事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　ア　今後は、すべての間接補助金について、市町村の事務処

　　　理、検査体制等の指導を含め、資金の流れについても、口

　　　座の確認等、細心の注意を払い、このようなことが発生し

　　　ないよう、適正な事務処理の確保に努めます。

　　イ　今後は、｢森林整備保全事業設計積算要領｣を正しく理解

　　　するよう、随時、注意を喚起するとともに、積算内容の審

　　　査も厳しく行い、このような誤りがないよう、適正な事務

　　　処理の確保に努めます。

　　安芸土木事務所

　(１)　事実認定

　　　平成17年度水尻海岸海岸災害復旧工事（16災第2672号）の

　　予定価格調書に決裁権者の決裁がされていなかった。

　(２)　厳重注意事項

　　　予定価格調書は、建設工事契約事務処理要領について（平

　　成10年12月21日付け副知事通知）で、所属長直近下位の技術

　　職の者が作成し、自ら所属長の決裁を受けるものと定めてお

　　り、これに反する不適切な事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適切な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　決裁権者の決裁がなかったことについては、上記工事の入

　　札において、技術次長が予定価格調書を作成する際に、決裁

　　権者である所属長の押印の確認を怠ったことと、入札事務担

　　当者による予定価格調書の確実なチェックが行われなかった

　　ことによるものです。

　　　今後は、競争入札における予定価格決定の意義の重要性を

　　再認識し、予定価格調書の作成者である技術次長が決裁権者

　　の決裁の確認を確実に行うとともに、入札事務担当者におい

のり
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　　げる人（準禁治産者を含む。）のいずれにも該当しない人

　(４)　試験区分「警察官Ａ男性（武道指導）」については、次

　　のいずれかに該当する人

　　ア　柔道の段位が３段以上（大学等を卒業見込みの人は、２

　　　段以上）であること。

　　イ　剣道の段位が４段以上（大学等を卒業見込みの人は、３

　　　段以上）であること。

４　受験手続

　(１)　受付期間

　(２)　申込書の配布場所等

　　　高知県人事委員会事務局、高知県庁本庁舎玄関募集要項コ

　　ーナー、高知県警察本部玄関受付、県内各警察署、県内各交

　　番及び県内各派出所並びに高知県人事委員会のホームページ

　(３)　申込書の提出場所

　　　高知県人事委員会事務局

５　試験の日時及び場所

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県教育委員会委員長

　　　定期監査の厳重注意に対する措置について（通知）

　平成19年２月15日付け18高監報第16号で報告のありました定期

監査の結果について、下記のとおり措置しましたので、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により通知しま

す。

　　　　　　　　　　　　　　記

１　高知農業高等学校

　(１)　事実認定

　　　平成18年度のＡ重油の購入で、年間支出見込額が252万円

　　であるにもかかわらず、２社からの競争見積りにより随意契

　　約としていた。

　(２)　厳重注意事項

　　　上記は、年間支出見込額が160万円を超えることから競争

　　入札により契約すべきものであり、地方自治法施行令第167

　　条の２第１項第１号及び高知県契約規則第31条の規定に抵触

　　しており、適正を欠く事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　　今回の厳重注意事項については、年間支出見込額が160万

　　円を超えるにもかかわらず競争入札ではなく競争見積により

　　契約を行っていたという、基本的な契約事務の認識不足が原

　　因である。

　　　今後は､このようなことがないよう高知県契約規則等関係

　　法令の再度の確認の徹底を行うとともに、より慎重かつ適正

　　に事務処理を行い､再発防止に努める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計発第34号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成19年２月23日

　高知県監査委員　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県公安委員会委員長

　　　　定期監査結果に基づく措置について（通知）

　平成19年２月15日付け18高監報第16号で報告のありました定期

監査の結果については、下記のとおり措置しましたので、地方自

治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により通知し

ます。

　　　　　　　　　　　　　　記

１　高知警察署

　(１)　事実認定

　　　平成18年12月現在、平成18年３月分の自動車運転代行業認

　　定証書換え手数料2,100円が調定漏れとなっていた。

　(２)  厳重注意事項

　　　上記は、地方自治法第208条及び地方自治法施行令第142条

　　に規定する歳入の会計年度所属区分に抵触し、また、高知県

　　証紙収入事務取扱要領（平成４年３月10日付け３出第255号

　　副出納長通知）の規定に反する適正を欠く事務処理である。

　　　今後は、このようなことがないよう適正な事務処理を強く

　　求める。

　(３)　措置状況

　　ア　調定漏れのあったものについては、平成18年12月12日に

　　　収入調定しました。

　　イ　当該手数料の節区分である「運転代行業認定手数料」

　　　は、年間10件足らずと少ないうえに毎月ないことと、許認

　　　可事務担当者が４月１日付け人事異動で交替したことか

　　　ら、収入調定内訳書の作成を抜かるというミスを誘発し、

　　　収入調定漏れとなったものです。

　　　　今後は、証紙収入がない月でも、許認可事務担当者は会

　　　計事務担当者に「該当がない」という報告をさせるととも

　　　に、担当者相互の連絡を密にして、調定漏れを生じさせな

　　　いよう適正な処理に努めさせます。

　高知県警察官Ａ男性及び高知県警察官Ａ女性の採用試験を次の

とおり行う。

    平成19年４月17日

           　　　　　 高知県人事委員会委員長  起塚　昌明

１　試験区分及び採用予定人員

２　職務内容

　　個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防・鎮圧及び捜

  査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維

　持等の任務に従事する。

　　また、武道指導については、上記のほか、警察官に対する柔

　道又は剣道の技術指導等の業務にも従事する。

３　受験資格                     

    次の(１)から(４)までに該当する人

　(１)　昭和52年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた

　　人で、学校教育法（昭和22年法律第26号）による４年制の大

　　学等を卒業した人又は平成20年３月31日までに卒業見込みの

　　人

　(２)　日本国籍を有する人

　(３)　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号に掲

人事委員会公告

警察官Ａ男性

警察官Ａ女性

警察官Ａ男性（武道指導）

　　　　47名

採用予定人員

　　　　４名

柔道　　１名

剣道　  １名

平成19年５月14日（月）から同月31日（木）まで

第１次試験

区分 種目 日時 場所

教養試験

身体検査

体 力 試 験

（武道指導

の受験者を

除く。）

実 技 試 験

（武道指導

の受験者に

限る。）

平成19年７月８

日（日）午前９

時から午後５時

ごろまで

○男性

　高知市城北

町１－14

　　高知小津

　高等学校

　又は

　高知市丸ノ

内二丁目２－

40

　　高知丸の

　内高等学校

　（試験の一

　部 に つ い

　て、会場を

　移動する場

　合　が　あ

　る。）

○女性

　高知市丸ノ

内二丁目２－

40

　　高知丸の

　内高等学校

第２次試験 論文試験 平成19年８月２ 高知市棧橋通

試験区分
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 (２)　試験の詳細については、別に試験案内が作成されている

　　ので、参照すること。

６　試験の方法

　(１)　第１次試験

(２)　第２次試験

７  合格発表時期

　　第１次試験の合格者の発表は７月中旬に、最終合格者の発表   

　は８月下旬に行う。

８　採用

　(１)　最終合格者は、各試験区分ごとに作成される採用候補者

　　名簿（有効期間は原則として１年間）に登載された上、警察

　　本部長からの請求に応じて成績順に提示され、そのうちから

　　採用者が決定される。

　(２)　採用は、原則として平成20年４月１日の予定である。

　(３)　平成20年３月31日までに学校教育法による４年制の大学

　　等を卒業する見込みで受験し、この試験に合格して採用候補

　　者名簿に登載されても、平成20年３月31日までに卒業しなけ

　　れば、採用されない。

９　給与

　　平成19年４月１日現在の初任給は、185,300円であるが、採

　用前の職歴等に応じて加算される場合がある。また、このほか

　に期末手当、勤勉手当等の諸手当が支給される。　　　

10　共同試験

　　試験区分「警察官Ａ男性」の第１次試験は、高知県（高知県

　人事委員会）が東京都（警視庁）及び大阪府（大阪府警察本

　部）と共同して実施するものであり、希望することにより、共

　同試験実施都府の第１次試験を同時に受験したものとして取り

　扱われる。

　　なお、第１志望の第１次試験に合格した人は、第２志望の第

　１次試験の合格者とはならない。

  　受験資格

11  試験成績の開示

    この試験の受験者（高知県を志望した人に限る。）は、成績

　の開示を請求することができる。

12　その他

　(１)　この試験についての問い合わせは、次に行うこと。

教養試験

種目 内容

身体検査

体力試験

（武道指

導の受験

者 を 除

く。）

実技試験

（武道指

導の受験

者 に 限

る。）

職務遂行に必要な体力及び運動能力を有して

いるかどうかについての試験

柔道又は剣道について、武道指導者にふさわ

しい技能、気力、体力等を有しているかどう

かについての実技試験

警察官として必要な大学卒業程度の一般的知

識及び知能についての五肢択一式による筆記

試験

論文試験

種目 内容

警察官として必要な識見、表現力等について

の筆記試験

口述試験 人物、人柄等についての集団討論及び個別面

接による試験（個別面接は、２回行う。）

適性検査 職務遂行に必要な適格性を有するかどうかに

ついての検査

身体精密

検査

胸部疾患の有無その他についての検査

職務遂行に必要な身体を有しているかどうか

についての検査

年齢等 学歴

昭和52年７月10日から

平成２年４月１日まで

に生まれた男性

学校教育法による４年制

の大学等を卒業した人又

は平成20年３月31日まで

に卒業見込みの人
昭和52年４月２日から

平成２年４月１日まで

に生まれた男性

問い合わせ先 電話番号 所在地

高知県人事委員

会事務局

（088）821－4641 高知市丸ノ内二

丁目４－１

口述試験

適性検査

身体精密検

査

日（木）から同

月８日（水）ご

ろまでの間に実

施するが、詳し

い日程等につい

ては、第１次試

験の合格通知に

記載する。

四丁目15－11

　高知南警察

署

（試験会場を

変更する場合

がある。）

高知市丸ノ内

二丁目４－１

　高知県庁北

庁舎

都府名

東 京 都

(警視庁)

大 阪 府

（大阪府

警 察 本

部）

高知県警察本部

警務課

（088）826－0110

内線2613、2614

（フリーダイヤル）

0120－032－376

高知市丸ノ内二

丁目４－30

高知県人事委員

会事務局

（088）821－4641 高知市丸ノ内二

丁目４－１

  高知県庁北庁

舎


	目次
	告示
	○字の区域及び名称の変更の届出（市町村振興課）
	○大規模小売店舗の新設に関する届出（経営支援課）
	○高知県収入証紙売りさばき人の指定（会計企画課）
	○高知県収入証紙売りさばき所の所在地の変更の承認（　　〃　　）

	公告
	○特定非営利活動法人の設立認証の申請（男女共同参画・ＮＰＯ課）〈４・５掲示〉
	○土地改良区の役員の就退任（２件）（農業基盤課）
	○土地改良区の定款変更の認可（　　〃　　）

	高知県選挙管理委員会告示
	◎告示（公職選挙法の規定による個人演説会等を開催できる施設）の一部改正〈３・26掲示〉

	監査公表
	○高知県職員措置請求についての監査の執行結果
	○監査の結果に関する報告に基づく措置結果

	高知県人事委員会公告
	○高知県警察官Ａ男性及び高知県警察官Ａ女性採用試験の実施


